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前橋市兼任移住コンシェルジュ 募集要項 
 

１ 募集人数 
2〜3 人 

※複数名を委嘱し、それぞれの経験や強みを活かした相談対応を行う予定です。 

２ 概要 

 前橋市では、移住希望者の増加や相談内容の多様化に対応するため、 専任移住

コンシェルジュを中核としつつ、 異なる経験や視点を持つ人材を「兼任移住コンシェ

ルジュ」として委嘱し、相談体制の充実を図ります。  

働き方、ライフステージ、暮らし方など、移住に対する考え方は人それぞれ異なること

から、 自身の経験を活かし、移住希望者に寄り添った相談対応ができる方を広く募

集します。   

 なお、他の主たる業務に従事する方がコンシェルジュ業務を兼務することを前提とし

ます。 

３ 活動内容 

兼任移住コンシェルジュとして、以下の業務を担います。 

(1)移住希望者への相談対応 

専任移住コンシェルジュから引き継がれた相談対応を想定しています。 

(2)自身の経験（働き方、暮らし方、ライフステージ等）を踏まえた助言  

(3)定例会議への参加（目安：1回/1 ヶ月）※オンライン可 

(4)自身の移住経験、前橋市での暮らしの情報発信（目安：1 回/2 ヶ月）   

 移住後の生活を具体的にイメージできるような情報提供を想定しており、 

 note の市公式移住アカウントでの記事制作を想定しています。 

※専門的判断を要する内容については、専任移住コンシェルジュや市担当職員へ 

引き継ぐことを想定しています。 

※制度の最終判断や事務処理を担うものではありません。  

※本務や私生活との両立を前提とした「兼任」での関与となります。 

※移住相談がない月は情報発信の回数を増やす等、活動内容を調整する場合 

 があります。 

４ 活動場所 市全域 

５ 募集対象者 

(1)本要項の趣旨を理解し、その目的に沿った行動ができる者  

(2)他の主たる業務に従事しながら移住定住の促進に熱意を持って取り組み、移住

希望者に寄り添った対応ができる者  

(3)自身の経験を活かし、移住希望者に対し、情報提供や相談対応等の支援を行う

意欲のある者  

(4)市の生活環境、文化等を積極的に理解する意欲があり、主体的に取り組む者 

(5)地域住民と移住者との間で、良好で円滑な関係を維持できるように調整及び支

援をする意欲のある者  

(6)市や専任移住コンシェルジュ等と連携しながら活動できる者  

(7)SNS やホームページをはじめとした、インターネット上のプロモーション活動に意欲

のある者 

(8)県外から本市へ移住した経験があり、令和 7 年 4月 1 日以降引き続き本市に住

民票を有している者。 

(9)法令等を遵守し、公序良俗に反しない行動ができると認められた者 
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６ 歓迎する 

経験・スキル 

以下のいずれかの経験を有する方を歓迎します。 

(1)二拠点居住、段階的移住等の経験 

(2)地域活動、まちづくり、相談業務、コーディネート業務等の経験  

(3)移住後の暮らしや生活について、第三者に説明・助言した経験 

７ 委嘱形態・ 

委嘱期間 

(1)募集対象の要件を満たした者の中から市長が委嘱します。 

【市と雇用関係のない外部協力者として委嘱】 

(2)委嘱期間は原則として下記のとおりとします。 

 令和 8年 5月 1日〜令和 9年 3月 31 日 

※本市と雇用関係はなく、業務委託契約に基づく活動となります。 

８ 業務委託費 

年額 363,000 円とする。（月 33,000 円） 

※法人格を有さない個人事業主に委託する場合、「３活動内容(4)」の業務の 

 割合に応じて、所得税の源泉徴収を行う。 

９ 応募受付期間 令和 8年 3月 25日（水）～ 令和 8年 4月 10 日（金） 17 時（必着） 

１０ 応募方法 

(1)応募方法 

指定のフォームから必要事項の入力及び書類等のアップロードを行ってください。 

※受付は受付期間最終日の 17 時までとなりますのでご注意ください。 

 https://logoform.jp/form/dWZu/1499288 

(2)入力内容 

 ①基本情報・経歴・志望動機等 

 ②副業承諾書または個人事業主の証明書類（登記事項証明書や開業届等の 

写し）等 

(3)選考方法 

 ①第一次審査(書類審査)：募集期間終了後、結果をメールで通知します。 

 ②第二次審査(面接審査)：前橋市役所にて行います。 

 第二次審査の詳細は第一次審査の結果とともにお知らせします。 

 ※募集にかかる経費(書類作成費、交通費等)については、個人負担となります。 

１１ 備考 その他定めのないことについては、市と協議の上決定する。 

１２ 問い合わせ 

前橋市 未来創造部 広報ブランド戦略課 シティプロモーション係  

〒371-8601 群馬県前橋市大手町２丁目１２－１ 

TEL：027-898-6971 

Email：koho@city.maebashi.gunma.jp 
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